
障害者自立支援法等 一部改 伴う関係規則 整理 関 規則を

公  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 規則第 号 

   障害者自立支援法等 一部改 伴う関係規則 整理 関 規則 

 瀬戸 福祉事務所長委任規則 一部改  

第 条 瀬戸 福祉事務所長委任規則 昭和 瀬戸 規則第 号

一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

第 条 地方自治法第 条第 項 規定

次 掲 事務を福祉事務所長 委任  

第 条 地方自治法第 条第 項 規定

次 掲 事務を福祉事務所長 委任  

  障害者 日常生活及び社会生活を総合的 支

援 法 成 法 第

号 下 条 い 法 いう 第

条第 項 規定 関係書類等 提出又 提

示 命 関  

  障害者自立支援法 成 法 第

号 下 条 い 法 いう 第

条第 項 規定 関係書類等 提出又 提

示 命 関  

 ま  ＜省略＞  ま  ＜省略＞ 

  法第 条第 項 規定 更生 療及び

育成 療 係 自立支援 療費 支給申請 理

関  

  法第 条第 項 規定 更生 療 係

自立支援 療費 支給申請 理 関

 

医「1) ＜省略＞ 医「1) ＜省略＞ 

医「「) 法第 条第 項 規定 更生 療及

び育成 療 係 自立支援 療費 支給 要否

認定 関  

医「「) 法第 条第 項 規定 更生 療

係 自立支援 療費 支給 要否 認定 関

 

医「」) 法第 条第 項 規定 更生 療及

び育成 療 係 自立支援 療 給者証 交付

 医「」) 法第 条第 項 規定 更生 療

係 自立支援 療 給者証 交付 関



関   

医「4) 法第 条第 項 規定 更生 療及

び育成 療 係 支給認定 変更申請 関

 

 医「4) 法第 条第 項 規定 更生 療

係 支給認定 変更申請 関  

医「5) 法第 条第 項 規定 更生 療及

び育成 療 係 自立支援 療 給者証 返還

関  

 医「5) 法第 条第 項 規定 更生 療

係 自立支援 療 給者証 返還 関

 

医「6) 法第 条第 項 規定 更生 療及

び育成 療 係 支給認定 消し 関

 

 医「6) 法第 条第 項 規定 更生 療

係 支給認定 消し 関  

医「7) 法第 条第 項 規定 更生 療及

び育成 療 係 自立支援 療 給者証 返還

関  

 医「7) 法第 条第 項 規定 更生 療

係 自立支援 療 給者証 返還 関

 

医「8) 医」4)ま  ＜省略＞  医「8) 医」4)ま  ＜省略＞ 

医」5) 障害者 日常生活及び社会生活を総合的

支援 法 施行 成 政 第

号 下 条 い 施行 い

う 第 条第 項 規定 障害者へ

通知 関  

医」5) 障害者自立支援法施行 成 政

第 号 下 条 い 施行 い

う 第 条第 項 規定 障害者へ

通知 関  

医」6) 医」9)ま  ＜省略＞  医」6) 医」9)ま  ＜省略＞ 

医40) 施行 第 条第 項 規定 更生

療及び育成 療 係 自立支援 療 給者証

再交付 関  

 医40) 施行 第 条第 項 規定 更生

療 係 自立支援 療 給者証 再交付 関

 

 医41) ＜省略＞  医41) ＜省略＞ 

 医4「) 障害者 日常生活及び社会生活を総合的

支援 法 施行規則 成 省

第 号 下 条 い 施行規則

いう 第 条 規定 障害福祉サ ビ

ス 給者証 提出を求 関  

 医4「) 障害者自立支援法施行規則 成 省

第 号 下 条 い 施行規則

いう 第 条 規定 障害福祉サ

ビス 給者証 提出を求 関

 

医4」)及び医44) ＜省略＞  医4」)及び医44) ＜省略＞ 

 医45) 施行規則第 条 規定 更生 療及

び育成 療 係 自立支援 療 給者証 返還

を求 関  

 医45) 施行規則第 条 規定 更生 療

係 自立支援 療 給者証 返還を求

関  

  



瀬戸 障害認定審査会規則 一部改  

第 条 瀬戸 障害認定審査会規則 成 瀬戸 規則第 号

一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

趣旨  趣旨  

第 条 規則 障害者 日常生活及び社会

生活を総合的 支援 法 施行

成 政 第 号 下 施行

いう 及び瀬戸 障害認定審査会 委員

定数等を定 条例 成 瀬戸 条

例第 号 下 条例 いう 第 条

規定 基 瀬戸 障害認定審査会 関

し必要 事項を定  

第 条 規則 障害者自立支援法施行

成 政 第 号 下 施行

いう 及び瀬戸 障害認定審査会 委員

定数等を定 条例 成 瀬戸 条

例第 号 下 条例 いう 第 条

規定 基 瀬戸 障害認定審査会 関

し必要 事項を定  

審査判定  審査判定  

第 条 障害程度 分 審査及び判定 審査対

象者 い 障害者 日常生活及び社会生

活を総合的 支援 法 成

法 第 号 第 条第 項 規定

調査 作成さ 障害程度 分 係

村審査会 審査及び判定 基準等

関 省 成 厚生労働省 第

号 下 省 いう 第 条 規定

調査票 当該審査対象者 省 第

条 規定 審査判定基準 い 該

当 い 行う  

第 条 障害程度 分 審査及び判定 審査対

象者 い 障害者自立支援法 成

法 第 号 第 条第 項 規定

調査 作成さ 障害程度 分 係

村審査会 審査及び判定 基準等

関 省 成 厚生労働省 第

号 下 省 いう 第 条 規定

調査票 当該審査対象者 省 第

条 規定 審査判定基準 い 該

当 い 行う  

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

  

瀬戸 身体障害者福祉法施行細則 一部改  

第 条 瀬戸 身体障害者福祉法施行細則 成 瀬戸 規則第

号 一部を次 う 改  



次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

費用 徴収  費用 徴収  

第 条 法第 条第 項 規定 行わ

障害福祉サ ビス 提供又 提供 委 関し

法第 条第 1 項 規定 被措置者又

扶養義務者 下 条 い 納入義務

者 いう 徴収 費用 額 同一

月 被措置者 指定障害福祉サ

ビス等 障害者 日常生活及び社会生活を総

合的 支援 法 成 法 第

号 第 条第 項 規定 指定障害

福祉サ ビス等をいう 要し 費用 同項

規定 特定費用を除く 同条第

項 規定 得 額を除い 額  

第 条 法第 条第 項 規定 行わ

障害福祉サ ビス 提供又 提供 委 関し

法第 条第 1 項 規定 被措置者又

扶養義務者 下 条 い 納入義務

者 いう 徴収 費用 額 同一

月 被措置者 指定障害福祉サ

ビス等 障害者自立支援法 成 法

第 号 第 条第 項 規定 指定障

害福祉サ ビス等をいう 要し 費用 同

項 規定 特定費用を除く 同条第

項 規定 得 額を除い 額  

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

  

瀬戸 知的障害者福祉法施行細則 一部改  

第 条 瀬戸 知的障害者福祉法施行細則 成 瀬戸 規則第

号 一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

費用 徴収  費用 徴収  

第 条 法第 条 規定 行わ 障

害福祉サ ビス 提供又 提供 委 関し法

第 条 規定 被措置者又 扶養義

務者 下 条 い 納入義務者 い

う 徴収 費用 額 同一 月

被措置者 指定障害福祉サ ビス等

障害者 日常生活及び社会生活を総合的 支

第 条 法第 条 規定 行わ 障

害福祉サ ビス 提供又 提供 委 関し法

第 条 規定 被措置者又 扶養義

務者 下 条 い 納入義務者 い

う 徴収 費用 額 同一 月

被措置者 指定障害福祉サ ビス等

障害者自立支援法 成 法 第



援 法 成 法 第

号 第 条第 項 規定 指定障害福祉サ

ビス等をいう 要し 費用 同項 規定

特定費用を除く 同条第 項 規

定 得 額を除い 額   

号 第 条第 項 規定 指定障害福祉サ

ビス等をいう 要し 費用 同項 規定

特定費用を除く 同条第 項 規

定 得 額を除い 額   

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

  

 瀬戸 障害者自立支援法施行細則 一部改  

第 条 瀬戸 障害者自立支援法施行細則 成 瀬戸 規則第

号 一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

瀬戸 障害者 日常生活及び社会生活を

総合的 支援 法 施行細則 

瀬戸 障害者自立支援法施行細則 

趣旨  趣旨  

第 条 規則 障害者 日常生活及び社会

生活を総合的 支援 法 成

法 第 号 下 法 いう 障

害者 日常生活及び社会生活を総合的 支援

法 施行 成 政 第

号 下 政 いう 及び障害者 日常

生活及び社会生活を総合的 支援 法

施行規則 成 厚生労働省 第

号 下 省 いう 施行 関し必要

事項を定  

第 条 規則 障害者自立支援法 成

法 第 号 下 法 い

う 障害者自立支援法施行 成

政 第 号 下 政 いう 及

び障害者自立支援法施行規則 成 厚

生労働省 第 号 下 省 い

う 施行 関し必要 事項を定

 

自立支援 療費 支給認定 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 申

請 自立支援 療費 更生 育成 支給認

定 新規 再認定 変更 申請書

 

自立支援 療費 支給認定 通知等  

第 条 長 前条 申請 対し支給 認

自立支援 療費 支給認定 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 申

請 自立支援 療費 更生 支給認定 新

規 再認定 変更 申請書

 

自立支援 療費 支給認定 通知等  

第 条 長 前条 申請 対し支給 認



定を行 自立支援 療 更生 育

成 給者証を交付  

 長 前条 申請 対し不認定 決定を

行 自立支援 療 更生 育成

支給認定申請却下通知書 申請者 通知

 

自立支援 療費 支給認定 変更 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 申

請 自立支援 療費 更生 育成 支給認

定 新規 再認定 変更 申請書

 

自立支援 療費支給認定 変更 通知等  

第 条 長 前条 申請 対し 又 職

権 支給認定 変更 決定を行

自立支援 療費 更生 育成 支給認定

変更決定通知書 申請者 通知

 

 長 前条 申請 対し支給認定 変更

却下 決定を行 自立支援 療

費 更生 育成 支給認定変更申請却下通知

書 申請者 通知  

自立支援 療費支給認定 消し 通知  

第 条 長 法第 条第 項 規定

支給認定 消し 決定を行

自立支援 療費 更生 育成 支給認定

消通知書 通知  

自立支援 療費支給認定申請 内容 変更

届出  

第 条 省 第 条第 項 規定 届

出 自立支援 療費 更生 育成 支給認

定申請内容変更届出書  

自立支援 療 給者証 再交付 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 申請

自立支援 療 更生 育成 給者証再交

付申請書  

定を行 自立支援 療 更生

給者証を交付  

 長 前条 申請 対し不認定 決定を

行 自立支援 療 更生 支給認

定申請却下通知書 申請者 通知

 

自立支援 療費 支給認定 変更 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 申

請 自立支援 療費 更生 支給認定 新

規 再認定 変更 申請書

 

自立支援 療費支給認定 変更 通知等  

第 条 長 前条 申請 対し 又 職

権 支給認定 変更 決定を行

自立支援 療費 更生 支給認定変更決

定通知書 申請者 通知

 

 長 前条 申請 対し支給認定 変更

却下 決定を行 自立支援 療

費 更生 支給認定変更申請却下通知書

申請者 通知  

自立支援 療費支給認定 消し 通知  

第 条 長 法第 条第 項 規定

支給認定 消し 決定を行

自立支援 療費 更生 支給認定 消通

知書 通知  

自立支援 療費支給認定申請 内容 変更

届出  

第 条 省 第 条第 項 規定 届

出 自立支援 療費 更生 支給認定申請

内容変更届出書  

自立支援 療 給者証 再交付 申請  

第 条 省 第 条第 項 規定 申

請 自立支援 療 更生 給者証再交付

申請書  

  



瀬戸 障害者自立支援法 基 く指定特定相談支援事業者 指定等及

び児童福祉法 基 く指定障害児相談支援事業者 指定等 関 規則

一部改  

第 条 瀬戸 障害者自立支援法 基 く指定特定相談支援事業者 指定

等及び児童福祉法 基 く指定障害児相談支援事業者 指定等 関

規則 成 瀬戸 規則第 号 一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

瀬戸 障害者 日常生活及び社会生活を

総合的 支援 法 基 く指

定特定相談支援事業者 指定等及び児童

福祉法 基 く指定障害児相談支援事業

者 指定等 関 規則 

瀬戸 障害者自立支援法 基 く指定特

定相談支援事業者 指定等及び児童福祉

法 基 く指定障害児相談支援事業者

指定等 関 規則 

趣旨  趣旨  

第 条 規則 障害者 日常生活及び社会

生活を総合的 支援 法 成

法 第 号 障害者 日常生活及び社

会生活を総合的 支援 法 施行

成 政 第 号 障害者 日常生

活及び社会生活を総合的 支援 法

施行規則 成 厚生労働省 第 号

及び障害者 日常生活及び社会生活を総合的

支援 法 基 く指定計 相談支援

事業 人員及び運営 関 基準 成

厚生労働省 第 号 並び 児童福祉法

昭和 法 第 号 児童福祉法施

行 昭和 政 第 号 児童福祉法

施行規則 昭和 厚生省 第 号 及び

児童福祉法 基 く指定障害児相談支援 事業

人員及び運営 関 基準 成 厚生

第 条 規則 障害者自立支援法 成

法 第 号 障害者自立支援法施

行 成 政 第 号 障害者自

立支援法施行規則 成 厚生労働省

第 号 及び障害者自立支援法 基 く指

定計 相談支援 事業 人員及び運営 関

基準 成 厚生労働省 第 号

並び 児童福祉法 昭和 法 第

号 児童福祉法施行 昭和 政 第

号 児童福祉法施行規則 昭和

厚生省 第 号 及び児童福祉法 基 く

指定障害児相談支援 事業 人員及び運営

関 基準 成 厚生労働省 第

号 定 ほ 指定特定相談支援

事業者及び指定障害児相談支援事業者 指定

等 関し必要 事項を定  



労働省 第 号 定 ほ 指定

特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事

業者 指定等 関し必要 事項を定

 

 指定 申請等  指定 申請等  

第 条 障害者 日常生活及び社会生活を総合的

支援 法 第 条 及び児童

福祉法第 条 規定 申請 指

定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事

業所指定申請書 第 号様式 行う

 

第 条 障害者自立支援法第 条 及び児

童福祉法第 条 規定 申請

指定特定相談支援事業所 指定障害児相

談支援事業所指定申請書 第 号様式

行う  

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

変更等 届出  変更等 届出  

第 条 障害者 日常生活及び社会生活を総合的

支援 法 第 条 第 項及

び第 項並び 児童福祉法第 条 規

定 届出 障害者 日常生活及び社会生

活を総合的 支援 法 施行規則第

条 及び児童福祉法施行規則第 条

掲 事項 変更 係 あ

変更届出書 第 号様式 事業

廃 休 又 再開 係 あ 廃

休 再開届出書 第 号様式

行う  

第 条 障害者自立支援法第 条 第 項

及び第 項並び 児童福祉法第 条

規定 届出 障害者自立支援法施行

規則第 条 及び児童福祉法施行規則

第 条 掲 事項 変更 係

あ 変更届出書 第 号様式

事業 廃 休 又 再開 係

あ 廃 休 再開届出書 第

号様式 行う  

 公示   公示  

第 条 長 障害者 日常生活及び社会生活

を総合的 支援 法 第 条

及び児童福祉法第 条 規定 基

次 掲 事項を公示  

第 条 長 障害者自立支援法第 条

及び児童福祉法第 条 規定 基

次 掲 事項を公示  

⑹ま  ＜省略＞  ⑹ま  ＜省略＞ 

  

第 号様式中 障害者自立支援法 を 障害者 日常生活及び社会生活

を総合的 支援 法 改  

瀬戸 精神障害者 療費助成条例施行規則 一部改  



第 条 瀬戸 精神障害者 療費助成条例施行規則 成 瀬戸 規

則第 号 一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

定義  定義  

第 条  規則 い 次 各号 掲

用語 意義 当該各号 定

 

第 条  規則 い 次 各号 掲

用語 意義 当該各号 定

 

 通院者 条例第 条第 号 通院者をい

う し 障害者 日常生活及び社会生

活を総合的 支援 法 成

法 第 号 第 条第 項 規

定 自立支援 療 給者証 下 自立

支援 療 給者証 いう 載さ

指定自立支援 療機関 愛知県外 あ

者及び高齢者 療 確保 関 法

昭和 法 第 号 療を

者 あ 条例第 条

第 項第 号 該当し い を除く  

 通院者 条例第 条第 号 通院者をい

う し 障害者自立支援法 成

法 第 号 第 条第 項 規定

自立支援 療 給者証 下 自立支

援 療 給者証 いう 載さ

指定自立支援 療機関 愛知県外 あ 者

及び高齢者 療 確保 関 法 昭

和 法 第 号 療を

者 あ 条例第 条第

項第 号 該当し い を除く  

  ＜省略＞  ＜省略＞ 

  

瀬戸 消防団員等公務災害補償条例施行規則 一部改  

第 条 瀬戸 消防団員等公務災害補償条例施行規則 昭和 瀬戸

規則第 号 一部を次 う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定 下

線 示 う 改

改  改 前 

障害者支援施設 準 施設  障害者支援施設 準 施設  

第 条 条例第 条 第 項第 号 規則 定

施設 次 掲 施設  

第 条 条例第 条 第 項第 号 規則 定

施設 次 掲 施設  



及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

 障害者 日常生活及び社会生活を総合的

支援 法 成 法 第

号 附則第 条第 項 規定

従前 例 運営を

さ 同項 規定 身体障害者更生援護

施設 同法附則第 条 規定 改 前

身体障害者福祉法 昭和 法 第

号 第 条 規定 身体障害者療護施

設 限  

 障害者自立支援法 成 法 第

号 附則第 条第 項 規定

従前 例 運営を

さ 同項 規定 身体障害者更生援護

施設 同法附則第 条 規定 改 前

身体障害者福祉法 昭和 法 第

号 第 条 規定 身体障害者療護施

設 限  

  

附 則 

規則 成 月 日 施行  

 


